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◇条     例◇ 

 

阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 平成27年12月17日 

阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦 

阪神水道企業団条例第４号 

   阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例（昭和27年条例第52号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（この条例の目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭

和 25年 法 律 第 261号 。 以 下 「 法 」 と い

う 。 ） 第 24条 第 ５ 項 の 規 定 に 基 づ い

て 、 一 般 職 に 属 す る 職 員 （ 以 下 「 職

員」という。）の給与等に関する事項

を定めることを目的とする。 

 

 

（この条例の目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭

和 25年 法 律 第 261号 。 以 下 「 法 」 と い

う 。 ） 第 24条 第 ６ 項 の 規 定 に 基 づ い

て 、 一 般 職 に 属 す る 職 員 （ 以 下 「 職

員」という。）の給与等に関する事項

を定めることを目的とする。 

 

備考 

１  改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引か

れた部分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２  改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３  改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

   附 則 

この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

                                          

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例

をここに公布する。 

 平成27年12月17日 

阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦 

阪神水道企業団条例第５号 

   議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正 

する条例 

 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和42年条例第６号）

の一部を次のように改正する。 
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改 正 後 改 正 前 

 

附 則 

（他の法令による給付との調整） 

第５条 省略 

傷

病

補

償

年

金 

厚生年金保険法（昭和

29年 法 律 第 115号 ） に

よる障害厚生年金又は

被用者年金制度の一元

化等を図るための厚生

年金保険法等の一部を

改正する法律（平成24

年 法 律 第 63号 。 以 下

「平成24年一元化法」

という。）附則第41条

第１項の規定による障

害共済年金若しくは平

成24年一元化法附則第

65条第１項の規定によ

る障害共済年金（以下

単 に 「 障 害 厚 生 年 金

等」という。）及び国

民年金法（昭和34年法

律 第 141号 ） に よ る 障

害基礎年金（同法第30

条の４の規定による障

害基礎年金を除く。以

下 単 に 「 障 害 基 礎 年

金」という。） 

0.73

障害厚生年金等（当該

補償の事由となつた障

害について障害基礎年

金が支給される場合を

除く。） 

0.86

障害基礎年金（当該補

償の事由となつた障害

について障害厚生年金

等又は平成24年一元化

法附則第37条第１項に

規定する給付のうち障

0.88

 

附 則 

（他の法令による給付との調整） 

第５条 省略 

傷

病

補

償

年

金

国民年金法等の一部を

改正する法律（昭和60

年 法 律 第 34号 、 以 下

「国民年金等改正法」

という。）附則第87条

第１項に規定する年金

たる保険給付に該当す

る障害年金（以下「旧

船 員 保 険 法 の 障 害 年

金」という。） 

0.75

国民年金等改正法附則

第87条第１項に規定す

る年金たる保険給付に

該当する障害年金（以

下「旧厚生年金保険法

の 障 害 年 金 」 と い

う。） 

0.75

国民年金等改正法附則

第32条第１項に規定す

る年金たる保険給付に

該当する障害年金（以

下「旧国民年金法の障

害年金」という。） 

0.89

厚生年金保険法（昭和

29年 法 律 第 115号 ） の

規定による障害厚生年

金（以下単に「障害厚

生年金」という。）及

び国民年金法（昭和34

年 法 律 第 141号 ） の 規

定による障害基礎年金

（同法第30条の４の規

定による障害基礎年金

を除く。以下単に「障

害 基 礎 年 金 」 と い

0.73
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害共済年金（以下「平

成24年一元化法改正前

国共済法による障害共

済年金」という。）若

しくは平成24年一元化

法附則第61条第１項に

規定する給付のうち障

害共済年金（以下「平

成24年一元化法改正前

地共済法による障害共

済年金」という。）が

支 給 さ れ る 場 合 を 除

く。） 

国民年金法等の一部を

改正する法律（昭和60

年 法 律 第 34号 。 以 下

「国民年金等改正法」

という。）附則第87条

第１項に規定する年金

たる保険給付のうち障

害年金（以下「旧船員

保 険 法 に よ る 障 害 年

金」という。） 

0.75

国民年金等改正法附則

第78条第１項に規定す

る年金たる保険給付の

う ち 障 害 年 金 （ 以 下

「旧厚生年金保険法に

よ る 障 害 年 金 」 と い

う。） 

0.75

国民年金等改正法附則

第32条第１項に規定す

る年金たる給付のうち

障害年金（以下「旧国

民年金法による障害年

金」という。） 

0.89

障

害

補

償

障害厚生年金等及び障

害基礎年金 

0.73

障害厚生年金等（当該

補償の事由となつた障

0.83

う。） 

障害厚生年金（当該補

償の事由となつた障害

について障害基礎年金

が支給される場合を除

く。） 

0.86

障害基礎年金（当該補

償の事由となつた障害

について国家公務員共

済組合法（昭和33年法

律 第 128号 ） 若 し く は

地方公務員等共済組合

法 （ 昭 和 37年 法 律 第

152号 ） の 規 定 に よ る

障害共済年金（以下単

に「障害共済年金」と

いう。）又は障害厚生

年金が支給される場合

を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.88

傷

害

補

償

旧船員保険法の障害年

金 

0.74

旧厚生年金保険法の障

害年金 

0.74
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年

金 

害について障害基礎年

金が支給される場合を

除く。） 

障害基礎年金（当該補

償の事由となつた障害

について障害厚生年金

等又は平成24年一元化

法改正前国共済法によ

る障害共済年金若しく

は平成24年一元化法改

正前地共済法による障

害共済年金が支給され

る場合を除く。） 

0.88

旧船員保険法による障

害年金 

0.74

旧厚生年金保険法によ

る障害年金 

0.74

旧国民年金法による障

害年金 

0.89

遺

族

補

償

年

金 

厚生年金保険法による

遺族厚生年金又は平成

24年一元化法附則第41

条第１項の規定による

遺族共済年金若しくは

平成24年一元化法附則

第65条第１項の規定に

よる遺族共済年金（以

下単に「遺族厚生年金

等」という。）及び国

民年金法による遺族基

礎年金（国民年金等改

正法附則第28条第１項

の規定による遺族基礎

年金を除く。以下単に

「遺族基礎年金」とい

う。） 

0.80

遺族厚生年金等（当該

補償の事由となつた死

亡について遺族基礎年

金が支給される場合を

0.84

年

金

旧国民年金法の障害年

金 

0.89

障害厚生年金及び障害

基礎年金 

0.73

障害厚生年金（当該補

償の事由となつた障害

について障害基礎年金

が支給される場合を除

く。） 

0.83

障害基礎年金（当該補

償の事由となつた障害

について障害共済年金

又は障害厚生年金が支

給 さ れ る 場 合 を 除

く。） 

 

 

 

 

0.88

遺

族

補

償

年

金

国民年金等改正法附則

第87条第１項に規定す

る保険給付に該当する

遺族年金 

0.80

国民年金等改正法附則

第78条第１項に規定す

る保険給付に該当する

遺族年金 

0.80

国民年金等改正法附則

第32条第１項に規定す

る保険給付に該当する

母 子 年 金 、 準 母 子 年

金、遺児年金又は寡婦

年金 

0.90

厚生年金保険法の規定

に よ る 遺 族 厚 生 年 金

（以下単に「遺族厚生

年金」という。）及び

国民年金法の規定によ

る遺族基礎年金（国民

年金等改正法附則第28

0.80
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除く。） 

遺族基礎年金（当該補

償の事由となつた死亡

について遺族厚生年金

等又は平成24年一元化

法附則第37条第１項に

規定する給付のうち遺

族共済年金若しくは平

成24年一元化法附則第

61条第１項に規定する

給付のうち遺族共済年

金が支給される場合を

除く。）又は国民年金

法による寡婦年金 

0.88

国民年金等改正法附則

第87条第１項に規定す

る年金たる保険給付の

うち遺族年金 

0.80

国民年金等改正法附則

第78条第１項に規定す

る年金たる保険給付の

うち遺族年金 

0.80

国民年金等改正法附則

第32条第１項に規定す

る年金たる給付のうち

母 子 年 金 、 準 母 子 年

金、遺児年金又は寡婦

年金 

0.90

 

２ 省略 

障 害厚生年 金等及び 障害

基礎年金 

0.73

障 害厚生年 金等（当 該補

償 の事由と なつた障 害に

つ いて障害 基礎年金 が支

給される場合を除く。） 

0.86

障 害基礎年 金（当該 補償

の 事由とな つた障害 につ

い て障害厚 生年金等 又は

平 成 24年 一 元 化 法 改 正 前

0.88

条第１項の規定により

支給される遺族基礎年

金 を 除 く 。 以 下 単 に

「遺族基礎年金」とい

う。） 

遺族厚生年金（当該補

償の事由となつた死亡

について遺族基礎年金

が支給される場合を除

く。） 

0.84

遺族基礎年金（当該補

償の事由となつた死亡

について国家公務員共

済組合法若しくは地方

公務員等共済組合法の

規定による遺族共済年

金又は遺族厚生年金が

支 給 さ れ る 場 合 を 除

く。）又は国民年金法

の規定による寡婦年金 

0.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 省略 

旧船員保険法の障害年金 0.75

旧 厚 生 年 金 保 険 法 の 障 害

年金 

0.75

旧 国 民 年 金 保 険 法 の 障 害

年金 

0.89

障 害 厚 生 年 金 及 び 障 害 基

礎年金 

0.73

障 害 厚 生 年 金 （ 当 該 補 償

の 事 由 と な つ た 障 害 に つ

い て 障 害 基 礎 年 金 が 支 給

0.86
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国 共済法に よる障害 共済

年 金 若 し く は 平 成 24年 一

元 化法改正 前地共済 法に

よ る障害共 済年金が 支給

される場合を除く。） 

旧 船員保険 法による 障害

年金 

0.75

旧 厚生年金 保険法に よる

障害年金 

0.75

旧 国民年金 法による 障害

年金 

0.89

 

される場合を除く。） 

障 害 基 礎 年 金 （ 当 該 補 償

の 事 由 と な つ た 障 害 に つ

い て 障 害 共 済 年 金 又 は 障

害 厚 生 年 金 が 支 給 さ れ る

場合を除く。 

0.88

 

 

 

 

 

 

備考 

１  改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引か

れた部分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２  改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３  改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月１日から適用する。 

（経過措置）  

２ この条例による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例（以下「新条例」という。）附則第５条の規定は、この条例の適用の日（以下

「適用日」という。）以後に支給すべき事由の生じた年金たる補償及び休業補償並び

に適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる補償について

適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る年金たる補償及び

適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。 

３ 平成24年一元化法第２条の規定による改正前の国家公務員共済組合法（昭和33年法

律第128号。以下この項において「改正前国共済法」という。）による職域加算額（被

用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行

及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の

一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関

する経過措置に関する政令（平成27年政令第345号）第８条第１項の規定により読み替

えられた平成24年一元化法附則第36条第５項の規定によりなおその効力を有するもの

とされた改正前国共済法第82条第２項に規定する公務等による旧職域加算障害給付

（平成24年一元化法附則第36条第５項に規定する改正前国共済法による職域加算額の

うち障害を給付事由とするものをいう。）又は平成24年一元化法附則第36条第５項の

規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第89条第３項に規定す

る公務等による旧職域加算遺族給付（平成24年一元化法附則第36条第５項に規定する

改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。）に係る

ものに限る。）又は平成24年一元化法第３条の規定による改正前の地方公務員等共済
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組合法（昭和37年法律第152号。以下この項において「改正前地共済法」という。）に

よる職域加算額（被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を

改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るため

の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公

務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令（平成27年政令第

347号。以下この項において「平成27年地共済経過措置政令」という。）第７条第１項

の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第60条第５項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされた改正前地共済法第87条第２項に規定する公務等による旧

職域加算障害給付（改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするも

のをいう。）又は平成27年地共済経過措置政令第７条第１項の規定により読み替えら

れた平成24年一元化法附則第60条第５項の規定によりなおその効力を有するものとさ

れた改正前地共済法第99条の２第３項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付

（改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。）に係

るものに限る。）の受給権者が同一の支給事由により平成24年一元化法第１条の規定

による改正後の厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは遺族厚生年金、平成24年

一元化法附則第41条第１項の規定により国家公務員共済組合連合会（国家公務員の退

職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律

（平成24年法律第96号）第５条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第21条第

１項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。）が支給する年金である給付のう

ち障害共済年金若しくは遺族共済年金又は平成24年一元化法附則第65条第１項の規定

により地方公務員共済組合（平成24年一元化法附則第56条第２項に規定する地方公務

員共済組合をいう。）が支給する年金である給付のうち障害共済年金若しくは遺族共

済年金の支給を受けるときは、当分の間、新条例附則第５条第１項の規定は、適用し

ない。 

４ 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に改正前の議会の議員その他非常勤

の職員の公務災害補償等に関する条例附則第５条の規定により支給された年金たる補償

及び休業補償は、新条例による年金たる補償及び休業補償の内払とみなす。 

 

◇告     示◇ 

 

阪神水道企業団告示第27号 

 平成27年第２回阪神水道企業団議会定例会において認定された、平成26年度阪神水道

企業団水道事業会計決算は、次のとおりである。 

  平成27年12月17日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦  
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（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）

（単位　円）

１．

(1) 17,857,165,069

(2) 9,631,700 17,866,796,769

２．

(1) 1,216,860,383

(2) 2,608,951,514

(3) 2,546,170,717

(4) 1,268,834,172

(5) 14,320,296

(6) 9,102,704,657

(7) 68,920,398 16,826,762,137

1,040,034,632

３．

(1) 7,206,286

(2) 97,382,000

(3) 1,266,935,169

(4) 147,827,055 1,519,350,510

４．

(1)
1,837,247,182

(2) 6,002,728 1,843,249,910 △ 323,899,400

716,135,232

５．

(1) 18,338,700

(2) 40,000

(3) 1,079,544,139

(4) 147,723,237 1,245,646,076

６．

(1) 2,753,560,925

(2) 141,574,044 2,895,134,969 △ 1,649,488,893

933,353,661

19,228,068,304

その他未処分利益剰余金変動額 2,206,042,321

17,955,379,644

長 期 前 受 金 戻入

２．平成26年度阪神水道企業団水道事業損益計算書

議会費及び監査費

営 業 利 益

営 業 外 収 益

営 業 収 益

営 業 費 用

分 賦 金

補 助 金

そ の 他 営 業 収益

減 価 償 却 費

資 産 減 耗 費

配 水 費

総 係 費

原 水 費

過年度損益修正益

受 取 利 息

浄 水 費

経 常 利 益

退職給付引当金繰入額

雑 支 出

特 別 利 益

特 別 損 失

支 払 利 息 及 び
企 業 債 取 扱 諸費

雑 収 益

引 当 金 戻 入 益

営 業 外 費 用

当 年 度 純 損 失

前 年 度 繰 越 欠 損 金

当年度未処理欠 損金

固 定 資 産 売 却益

そ の 他 特 別 利益

手 当 等
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４．平成26年度阪神水道企業団水道事業欠損金処理計算書（案）

（単位　円）

自己資本金 借入資本金

当年度末残高 88,827,452,238 0 2,483,237,567 △ 17,955,379,644

議会の議決による処理額 0 0 0 0

（繰越欠損金）

処理後残高 88,827,452,238 0 2,483,237,567 △ 17,955,379,644

資本剰余金 未処理欠損金
資本金

（単位　円）

１．

(1)

イ． 7,940,166,443

ロ． 17,786,824,536

△ 7,446,488,529 10,340,336,007

ハ． 163,917,813,504

△ 64,008,857,865 99,908,955,639

ニ． 89,921,197,250

△ 71,653,869,221 18,267,328,029

ホ． 41,804,701

△ 26,649,649 15,155,052

ヘ． 961,448,862

△ 640,923,670 320,525,192

ト． 4,557,800,799

141,350,267,161

(2)

イ． 26,210,223,829

ロ． 35,752,560

ハ． 1,082,281

ニ． 4,583,700

26,251,642,370

(3)

イ． 69,856,000

投資その他の資産合計 69,856,000

167,671,765,531

２．

(1) 13,002,878,039

(2) 144,359,182

(3) 94,626,352

13,241,863,573

180,913,629,104

投資その他の資産

車 両 運 搬 具

減価償却累計額

機 械 及 び 装 置

減価償却累計額

土 地

５．平成26年度阪神水道企業団水道事業貸借対照表

資　　産　　の　　部

建 設 仮 勘 定

減価償却累計額

器 具 備 品

減価償却累計額

構 築 物

建 物

減価償却累計額

水 利 権

無 形 固 定 資 産

有形固定資産合計

流 動 資 産 合 計

無形固定資産合計

出 資 金

（平成27年３月31日）

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

流 動 資 産

資 産 合 計

電 話 加 入 権

施 設 利 用 権

固 定 資 産 合 計

ソ フ ト ウ ェ ア

現 金 預 金

未 収 金

貯 蔵 品



    平成 28 年 1月 15 日     阪 神 水 道 企 業 団 公 報             第 288 号     

 - 14 -

 

 

 

 

３．

(1)

イ．

61,759,402,329

61,759,402,329

(2)

イ． 2,843,021,855

2,843,021,855

64,602,424,184

４．

(1)

イ．

6,012,932,000

6,012,932,000

(2) 2,449,794,612

(3) 3,970,945,848

(4) 904,835

(5)

イ． 133,201,771

ロ． 24,790,440

157,992,211

(6) 53,313,099

12,645,882,605

５．

(1) 59,799,709,268

△ 29,489,697,114

30,310,012,154

107,558,318,943

６． 88,827,452,238

７．

(1)

イ． 2,033,213,481

ロ． 42,720

ハ． 218,496,818

ニ．その他資本剰余金 231,484,548

2,483,237,567

(2)

イ．当年度未処理欠損金 △ 17,955,379,644

△ 17,955,379,644

△ 15,472,142,077

73,355,310,161

180,913,629,104

長 期 前 受 金

繰 延 収 益 合 計

引 当 金

企 業 債 合 計

企 業 債 合 計

年 賦 未 払 金

退職給付引当金

引 当 金 合 計

企 業 債

収 益 化 累 計 額

建設改良費等の
財源に充てるた
めの企業債

建設改良費等の
財源に充てるた
めの企業債

賞 与 引 当 金

引 当 金 合 計

流 動 負 債 合 計

法定福利費引当金

未 払 金

前 受 金

資 本 金

預 り 金

流 動 負 債

繰 延 収 益

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

剰 余 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

剰 余 金 合 計

資 本 剰 余 金 合 計

利 益 剰 余 金 合 計

工 事 負 担 金

受贈財産評価額

補 助 金

資　　本　　の　　部

固 定 負 債

負　　債　　の　　部

企 業 債

負 債 合 計

固 定 負 債 合 計

引 当 金
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◇公     告◇ 

阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和2 2年政令

第1 6号）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和4 2年管理規程第１号）第４条

の規定に基づき、次のとおり公告する。 

 なお、本公告に記載のない事項については、「郵便入札公告共通事項」によるものと

する。 

  平成2 7年1 2月1 7日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 委 託 名  文書管理事務補助業務委託その３ 

 ⑵ 委託場所  猪名川浄水場書庫（尼崎市田能５丁目1 1番１号、猪名川浄水場内） 

        本庁舎書庫（神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号、企業団本庁舎１

階） 

 ⑶ 委託概要 

   阪神水道企業団（以下「企業団」という。）が所有する文書を阪神水道企業団文

書規程（平成1 6年訓令第１号。以下「文書規程」という。）、文書管理の手引、文

書分類表、その他文書管理関係通知に基づく適切な管理ができるよう整理を行うも

のである。 

 (ア ) 上水道布設第５期拡張事業文書整理業務  

ａ 内容  

企業団が実施した上水道布設第５期拡張事業文書（以下「５拡文書」とい

う。）を所定の形態に整理し、猪名川浄水場内の別棟書庫に配架するとともに、

当該文書の台帳を作成すること等を内容とする。  

   ｂ 対象とする文書  

 (ａ ) 猪名川浄水場書庫に保管されている５拡文書  約 700ファイルメーター

（文書を平積みにした場合の高さ（単位メートル）をいう。）  

(ｂ ) 本庁舎書庫に保管されている５拡文書 約1 0ファイルメーター  

(ｃ ) 本庁舎電気室倉庫に保管されている５拡文書 約6 0ファイルメーター  

(ｄ ) 甲山調整池旧管理棟に保管されている５拡文書 約2 4ファイルメーター  

      合計約794ファイルメーター  

  (イ ) 引継文書整理業務  

   ａ 内容  

企業団においては、各課にて保管している文書のうち重要なものについては、

本庁舎書庫に収納し、特別の管理を行うこととしている。今年度において各課

より引き継がれる文書を所定の形態に整理し、本庁舎書庫に配架するとともに、

当該文書の台帳を作成すること等を内容とする。  

   ｂ 対象とする文書  
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 今年度において、文書規程第2 8条の規定に基づき引き継がれた文書（引き継

がれる予定の文書を含む。） 約7 2ファイルメートル  

 ⑷ 委託期間   契約締結日の翌日から平成2 8年３月3 1日㈭まで 

 ⑸ 支払方法   完成払い 

 ⑹ 前 金 払   なし 

 ⑺ 予定価格   事後公表 

 ⑻ 低制限価格 設定なし 

 ⑼ 担保期間   なし 

 ⑽ 入札保証金  免除 

 ⑾ 契約保証金  保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約（定

額てん補、付保割合100分の５以上）を締結し、その証書を提出す

ること。 

 ⑿ 担保保証金  免除 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 共通資格要件事項 

   「郵便入札公告共通事項」に記載のとおり。 

 ⑵ 個別資格要件事項 

  ア 平成2 2年度以降に国、地方公共団体その他これらに準ずる機関が発注した本業

務と同様の業務（類似業務）を受託し、及び完了させた実績を有すること。 

イ 配置予定技術者について、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会が認定

する「文書情報管理士（上級又は１級）」又はこれに相当する資格を有している

者であること。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.org/）「入札・契約情報」内の当該入札

公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。 

ダウンロードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で配付する

ので、事前に連絡すること。（電話(078)431－1902（直通）） 

５ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、次のとおり電子メール（入札公告ページに掲

載の指定様式）により受け付ける。ただし、電子メールできない環境にある場合は、

ＦＡＸ（(078)431－2664）により提出すること。 

 ⑴ 受付期限   平成2 7年1 2月2 4日㈭ 午後５時0 0分まで 

 ⑵ 送 信 先   阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶ 回 答 日   平成2 8年１月５日㈫に入札公告ページに掲載する。ただし、入札

公告ページにて確認できない場合は、ＦＡＸにより回答する。入札

参加者は、この回答を必ず確認すること。 
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６ 入札（郵便入札）方法 

 ⑴ 提出書類 

  ア 郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（日付は申込日を記入すること。）

（様式第１号） 

  イ 入札書（指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

  ウ 同種又は類似工事（業務）の施工（履行）実績（様式第２号） 

    様式中「工事」とあるものについては「業務」と読み替えること。また、記入

欄のうち「工事概要等」の欄においては、様式で指定されている「規模・寸法」

「構造形式」等の項目にかかわらず、類似業務の概要について簡潔に記載するこ

と。 

  エ 配置予定技術者の資格及び工事（業務）経験（様式第７号） 

    様式中「工事」とあるものについては「業務」と読み替えること。また、資格

については、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会が認定する「文書情報

管理士（上級又は１級）」とする。これ以外の資格について記載する場合は、５

に記載した方法により問い合わせる（質問する）こと。 

 ⑵ 提出部数   １部 

 ⑶ 受付期間   公告日から平成2 8年１月1 2日㈫まで（必着） 

７ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 日  時   平成28年１月18日㈪ 午後１時30分から 

 ⑵ 場  所   神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎１階 第３会議室 

 ⑶ 開札の立会い 開札の立会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 
 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

 電 話(078)431-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)431-2664 

                                          

阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和2 2年政令

第 1 6号）第 167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和4 2年管理規程第１号。以下

「規程」という。）第４条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

 なお、本公告に記載のない事項については、「郵便入札公告共通事項」によるものと

する。 

  平成2 7年1 2月1 7日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦 

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 起工番号   工管事第5 0号 

   工 事 名   活性炭吸着槽ＳＳ排除ブロワ点検整備工事 
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 ⑵ 工事場所   尼崎浄水場（尼崎市南塚口町４丁目５番65号） 

 ⑶ 工事概要   尼崎浄水場活性炭設備 SS 排除ブロワの点検整備を行う。 

⑷ 工事期間   契約締結日の翌日から平成2 8年３月1 8日㈮まで 

 ⑸ 支払方法   完成払い  

 ⑹ 前  金  払   なし  

 ⑺ 予定価格   非公表 

 ⑻ 低制限価格 設定なし 

 ⑼ 担保期間   １年 

 ⑽ 入札保証金  免除 

 ⑾ 契約保証金  保険会社との間に阪神水道企業団（以下「企業団」という。）を

被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補、付保割合100分の

５以上）を締結し、その証書を提出すること。ただし、規程第3 2条

第３号に該当する場合は免除。 

 ⑿ 担保保証金  免除 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 共通資格要件事項  

   「郵便入札公告共通事項」に記載のとおり。  

 ⑵ 個別資格要件事項  

  ア 企業団における平成2 7・2 8年度競争入札参加資格（登録工種：機械器具設置工

事）を有していること。 

  イ 平成1 7年度以降に国、地方公共団体その他これらに準ずる機関発注工事の元請

として、仕様書に記す工事内容に類する点検整備の施工実績を有すること。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.org/）「入札・契約情報」内の当該入札

公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。 

ダウンロードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で配付する

ので、事前に連絡すること（電話(078)4 3 1－1902（直通））。 

５ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、次のとおり電子メール（入札公告ページに掲

載の指定様式）により受け付ける。ただし、電子メールできない環境にある場合は、

ＦＡＸ（(078)4 3 1－2664）により提出すること。 

 ⑴ 受付期限   平成2 7年1 2月2 4日㈭ 午後５時0 0分まで 

 ⑵ 送 信 先   阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶ 回 答 日   平成2 8年１月８日㈮に入札公告ページに掲載する。ただし、入札

公告ページにて確認できない場合は、ＦＡＸにより回答する。 

６ 入札（郵便入札）方法 

 ⑴ 提出書類 



    平成 28 年 1月 15 日     阪 神 水 道 企 業 団 公 報             第 288 号     

 - 19 -

  ア 郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号） 

  イ 入札書（指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

  ウ 同種又は類似工事（業務）の施工（履行）実績（様式第２号） 

  エ 建設業の許可及び経営事項審査結果（様式第４号） 

 ⑵ 提出部数   １部 

 ⑶ 受付期間   公告日から平成2 8年１月1 5日㈮まで（必着） 

７ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 日  時   平成2 8年１月1 8日㈪午後１時4 5分から 

 ⑵ 場  所   神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎１階 第３会議室 

 ⑶ 開札の立会い 開札の立会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 
 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

 電 話(078)4 3 1-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)4 3 1-2664 

                                          

阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和2 2年政令

第 1 6号）第 167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和4 2年管理規程第１号。以下

「規程」という。）第４条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

 なお、本公告に記載のない事項については、「郵便入札公告共通事項」によるものと

する。 

  平成2 7年1 2月2 2日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦 

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 起工番号   工管事第5 3号 

   工 事 名   第１取水管理橋並びに堤外弁及び構内塗装工事 

 ⑵ 工事場所   大道取水場（大阪市東淀川区大道南２丁目309番１地先) 

          淀川取水場（大阪市淀川区西中島２丁目１番地先）  

          猪名川浄水場（尼崎市田能５丁目1 1番１号）  

 ⑶ 工事概要   第１取水管理橋並びに堤外弁及び構内塗装工事を行う。 

⑷ 工事期間   契約締結日の翌日から平成2 8年３月1 8日㈮まで 

 ⑸ 支払方法   完成払い  

 ⑹ 前  金  払   なし  

 ⑺ 予定価格   非公表 

 ⑻ 低制限価格 設定なし 

 ⑼ 担保期間   １年 

 ⑽ 入札保証金  免除 



    平成 28 年 1月 15 日     阪 神 水 道 企 業 団 公 報             第 288 号     

 - 20 -

 ⑾ 契約保証金  保険会社との間に阪神水道企業団（以下「企業団」という。）を

被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補、付保割合100分の

５以上）を締結し、その証書を提出すること。ただし、規程第3 2条

第３号に該当する場合は免除。 

 ⑿ 担保保証金  免除 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 共通資格要件事項  

   「郵便入札公告共通事項」に記載のとおり。  

 ⑵ 個別資格要件事項  

   企業団における平成2 7・2 8年度競争入札参加資格（登録工種：塗装工事）を有 

していること。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.org/）「入札・契約情報」内の当該入札

公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。 

ダウンロードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で配付する

ので、事前に連絡すること（電話(078)4 3 1－1902（直通））。 

５ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、次のとおり電子メール（入札公告ページに掲

載の指定様式）により受け付ける。ただし、電子メールできない環境にある場合は、

ＦＡＸ（(078)4 3 1－2664）により提出すること。 

 ⑴ 受付期限   平成2 8年１月７日㈭ 午後５時0 0分まで 

 ⑵ 送 信 先   阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶ 回 答 日   平成2 8年１月12日㈫に入札公告ページに掲載する。ただし、入札

公告ページにて確認できない場合は、ＦＡＸにより回答する。 

６ 入札（郵便入札）方法 

 ⑴ 提出書類 

  ア 郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号） 

  イ 入札書（指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

  ウ 同種又は類似工事（業務）の施工（履行）実績（様式第２号） 

  エ 建設業の許可及び経営事項審査結果（様式第４号） 

 ⑵ 提出部数   １部 

 ⑶ 受付期間   公告日から平成2 8年１月1 5日㈮まで（必着） 

７ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 日  時   平成2 8年１月1 8日㈪午後２時から 

 ⑵ 場  所   神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎１階 第３会議室 

 ⑶ 開札の立会い 開札の立会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 
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本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

 電 話(078)4 3 1-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)4 3 1-2664 

                                          

阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和2 2年政令

第 1 6号）第 167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和4 2年管理規程第１号。以下

「規程」という。）第４条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

 なお、本公告に記載のない事項については、「郵便入札公告共通事項」によるものと

する。 

  平成2 8年１月1 2日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山 中   敦 

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 起工番号   委送第１号 

   委 託 名   調整池並びに配水池調査業務委託 

 ⑵ 委託場所   甲東ポンプ場（西宮市上大市３丁目２番5 3号） 

          本山配水池（神戸市東灘区本山町北畑613） 

          住吉配水池（神戸市東灘区住吉山手５丁目３番１号） 

⑶ 委託概要    甲 東 ポ ン プ 場 第 １ 調 整 池（14,000㎥）、本山配水池（3,300㎥）及

び住吉配水池（1,300㎥）の池内堆積物並びに構造物の調査及び清掃

を行う。 

⑷ 委託期間   契約締結日の翌日から平成2 8年３月1 8日㈮まで 

 ⑸ 支払方法   完成払い  

 ⑹ 前  金  払   なし  

 ⑺ 予定価格   非公表 

 ⑻ 低制限価格 設定なし 

 ⑼ 担保期間   なし 

 ⑽ 入札保証金  免除 

 ⑾ 契約保証金  保険会社との間に阪神水道企業団（以下「企業団」という。）を

被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補、付保割合100分の

５以上）を締結し、その証書を提出すること。ただし、規程第3 2条

第３号に該当する場合は免除。 

 ⑿ 担保保証金  免除 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴ 共通資格要件事項  
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   「郵便入札公告共通事項」に記載のとおり。  

 ⑵ 個別資格要件事項  

  ア 企業団における平成2 7・2 8年度競争入札参加資格（登録工種：土木一式工事又

は水道施設工事）を有していること。 

  イ 平成1 7年度以降において水道事業体の浄水施設での潜水作業による内部調査又

は清掃等の施工実績を有すること。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.org/）「入札・契約情報」内の当該入札

公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。 

ダウンロードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で配付する

ので、事前に連絡すること（電話(078)4 3 1－1902（直通））。 

５ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、次のとおり電子メール（入札公告ページに掲

載の指定様式）により受け付ける。ただし、電子メールできない環境にある場合は、

ＦＡＸ（(078)4 3 1－2664）により提出すること。 

 ⑴ 受付期限   平成28年１月1 9日㈫ 午後５時0 0分まで 

 ⑵ 送 信 先   阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶ 回 答 日   平成2 8年１月2 1日㈭に入札公告ページに掲載する。ただし、入札

公告ページにて確認できない場合は、ＦＡＸにより回答する。 

６ 入札（郵便入札）方法 

 ⑴ 提出書類 

  ア 郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号） 

  イ 入札書（指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

  ウ 同種又は類似工事（業務）の施工（履行）実績（様式第２号） 

  エ 建設業の許可及び経営事項審査結果（様式第４号） 

 ⑵ 提出部数   １部 

 ⑶ 受付期間   公告日から平成2 8年１月2 7日㈬まで（必着） 

７ 開札の日時、場所等 

 ⑴ 日  時   平成2 8年１月2 8日㈭午後１時3 0分から 

 ⑵ 場  所   神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎１階 第３会議室 

 ⑶ 開札の立会い 開札の立会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 
 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

 電 話(078)4 3 1-1902（直通） 

 ＦＡＸ(078)4 3 1-2664 

 

 


